
従来型の健康保険証は
使用できません
2025年12月をもって、
従来型の保険証の有効期限は終了しました。

マイナ保険証を
お持ちの方

受診時に診察券と一緒に
マイナ保険証をお持ちください。

マイナ保険証を
お持ちでない方 資格確認書をお持ちください。

上記の対応が難しい場合には、一時的に診療費・治療費を10割負担して
いただく場合もございます。予めご了承をお願いいたします。

診療所でマイナンバーカードと健康保険証の紐
づけ（マイナ保険証登録）が可能です。※
登録の際には時間がかかりますので、予約時間
より早めにお越しください。
※マイナポータルのシステムメンテナンスの時期によっては登録ができません。

マイナ保険証で受付ができない場合

カードリーダーの不具合等の理由でマイナ保険証が読み取れず受付できない場合、
「マイナポータル」か「資格情報のお知らせ」が必要となります。
これらが提示できない際には、「被保険者資格申立書」のご記入のご協力をお願い
いたします。（被保険者資格申立書は受付でお渡しします）
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資格確認書


